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子宮頸がん・乳がん・骨粗しょう症
胃がん・大腸がん検診を実施します！
子宮頸がん・乳がん・骨粗しょう症
胃がん・大腸がん検診を実施します！

●開催日時および負担金

子宮頸がん検診
乳がん検診

大腸がん検診 骨粗しょう症検診
視触診 超音波検診 Ⅹ線

（マンモグラフィ）
検 診 日 平成26年２月１日（土）、２日（日）、３日（月）、７日（金）、24日（月）、26日（水） ２月２日（日）
申込期間 平成25年 12月２日（月）～12月 27日（金）
受付時間 正午～午後１時
開始時刻 午後１時15分～ 午後２時～ 正午～ 正午～ 正午～ 正午～
負 担 金 500円 300円 500円 ※下記参照 300円 500円
場　　所 茨城町総合福祉センターゆうゆう館内保健センター

※ Ⅹ線（マンモグラフィ）の負担金は、40歳から 49歳の方は1,000円（２方向撮影）、50歳以上の方は500円（１方向撮影）
になります。

胃がん検診及び大腸がん検診
検 診 日 平成25年 12月 17日（火） 平成26年１月 19日（日）、１月24日（金）
申込期間 平成25年 11月 18日（月）～12月６日（金） 平成25年11月18日（月）～平成26年１月10日（金）
受付時間

午前７時～11時（30分ごとの予約制）
開始時刻
負 担 金 胃がん：800円、大腸がん：300円
場　　所 茨城町総合福祉センターゆうゆう館内保健センター

●対象年齢及び検診方法
対象年齢

（平成26年３月 31日現在の年齢） 検診方法

子宮頸がん検診 20歳以上の女性 内診による細胞診

乳がん検診
30～ 39歳の女性 視触診＋超音波
40～ 56歳の女性 視触診＋超音波またはマンモグラフィ（２年に１回）
57歳以上の女性 マンモグラフィ（２年に１回）

骨粗しょう症検診 40・45・50・55・60・65・70歳の女性 超音波による骨量検査
胃がん検診 40歳以上の男女 バリウム造影検査
大腸がん検診 40歳以上の男女 便潜血反応検査２日法

・対象年齢は、平成26年３月 31日現在です。
・申し込みは定員になり次第、締め切ります。
・Ⅹ線（マンモグラフィ）は２年に１回の検査となるため、昨年受けた方は今回は受診することはできません。
・骨粗しょう症検診と併用して、子宮がん・乳がん・大腸がん検診も受けられます。
・がん検診推進事業の無料クーポン券対象者も申込みできます。

●申込方法
　申込み期間に、健康増進課（保健センター窓口）または電話にてお申し込みください。申し込まれた方は、
後日個人宛てに通知いたします。
　検診は、症状のない方から病気を見つけることを目的としています。
　自覚症状のある方は、町の検診ではなく、専門の医療機関で受診されることをお勧めします。
【問合せ先】健康増進課（保健センター）☎２４０－７１３４（直通）
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平
成
25
年
度　

茨
城
町
不
妊
治
療
費
助
成
事
業
の
ご
案
内
茨
城
町
で
は
、
不
妊
治
療
を
行
う
夫
婦
の
経
済
的
負
担
の

軽
減
を
図
る
た
め
治
療
費
の
一
部
を
助
成
い
た
し
ま
す
。

◆
対
象
と
な
る
治
療

⑴
体
外
受
精

⑵
顕
微
授
精

◆
助
成
内
容

⑴ 

助
成
金
の
額
は
、
助
成
対
象
経
費
か

ら
県
補
助
金
の
交
付
額
を
差
し
引
い

た
額
で
１
回
の
治
療
に
つ
き
５
万
円

を
限
度
と
し
、
経
費
が
補
助
金
の
額

に
満
た
な
い
と
き
は
、
当
該
経
費
の

額
と
し
ま
す
。

⑵ 

助
成
の
回
数
は
、
県
補
助
金
を
受
け

た
初
年
度
に
あ
た
っ
て
は
３
回
ま

で
、
翌
年
度
以
降
は
年
２
回
を
限
度

と
し
、
通
算
５
年
間
で
10
回
以
内
と

し
ま
す
。

◆
助
成
対
象
者

⑴
法
律
上
の
婚
姻
を
し
て
い
る
こ
と
。

⑵ 

夫
婦
の
双
方
又
は
一
方
が
、
町
内
に

引
き
続
き
１
年
以
上
住
所
を
有
し
て

い
る
こ
と
。

⑶ 

特
定
不
妊
治
療
以
外
の
治
療
法
に

よ
っ
て
は
妊
娠
の
見
込
み
が
な
い
、

又
は
極
め
て
少
な
い
と
医
師
に
診
断

さ
れ
、
茨
城
県
が
指
定
す
る
医
療
機

関
に
お
い
て
実
施
す
る
特
定
不
妊
治

療
を
受
け
た
方
。

⑷ 

茨
城
県
不
妊
治
療
費
補
助
金
の
交
付

決
定
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

⑸
町
税
を
完
納
し
て
い
る
こ
と
。

◆
申
請
に
必
要
な
書
類

⑴ 

茨
城
県
不
妊
治
療
費
補
助
金
交
付
金

決
定
通
知
書
の
写
し

⑵ 

茨
城
県
不
妊
治
療
費
助
成
事
業
受
診

券
等
証
明
書
の
写
し

⑶
夫
及
び
妻
の
納
税
証
明
書

◆
対
象
と
な
ら
な
い
治
療
費

⑴ 

夫
婦
以
外
の
第
三
者
か
ら
の
精
子
・

卵
子
・
胚
の
提
供
に
よ
る
も
の
。

⑵ 

夫
の
精
子
を
妻
以
外
の
第
三
者
の
子

宮
に
医
学
的
な
方
法
で
注
入
し
て
、

当
該
第
三
者
が
妻
の
代
わ
り
に
妊
娠

し
、
出
産
す
る
も
の
。

⑶ 

夫
の
精
子
と
妻
の
卵
子
を
体
外
受
精

し
て
得
た
胚
を
妻
以
外
の
第
三
者
の

子
宮
に
注
入
し
て
、
当
該
第
三
者
が

妻
の
代
わ
り
に
妊
娠
し
、
出
産
す
る

も
の
。

【
問
合
せ
先
】
健
康
増
進
課

☎
（
２
４
０
）
７
１
３
４

不妊に関する市民公開講座が行われます
開催日時：平成 25 年 11 月 24 日（日）午前 10 時～午後０時 20 分
場　　所：つくば国際会議場　大会議室 101（つくば市竹園 2-20-3　☎ 029－861－0001）
内　　容：講演・質疑応答
　　　　　（１）「不妊カップルの心理とサポートについて」
　　　　　　　　NPO法人 Fine 理事長　松本　亜樹子先生
　　　　　（２）「不妊症をなおす安心安全な治療と手術」
　　　　　　　　東京医科大学産科婦人科学教室　主任教授　井坂　恵一先生
　　　　　（３）「がんに負けない未来の不妊治療」
　　　　　　　　聖マリアンナ医科大学産婦人科学教室　教授　鈴木　直先生
【問合せ先】茨城県産婦人科医会事務所　☎ 029－241－1130

　１　募集人員　　　　20 名

　２　申し込み資格

　　　次のすべての用件を満たす者

　　　（１）　茨城町民であること

　　　（２）　 平成 25年４月１日現在で

満 60歳以上であること

　　　　　　　（50 歳以上の方も申し込みできますが、60 歳以上の方が優先されます）

　　　（３）　常勤の職についていないこと

　　　（４）　認定後に「町指導士会」に加入して地域活動を行うことができること

　　　（５）　講習会の全日程に参加できること（相談に応じます）

　３　講習会日程

　４　講習時間　　午前 10 時～午後３時 45 分（１日５時間程度）
　　　　　　　　　※初日のみ午前９時 45 分開講 
　５　講習内容　　８日間で体操の理解に必要な知識や体操を楽しく学べます。
　　　　　　　　　講義　 介護予防とリハビリテーションの推進、解剖運動学、加齢と運動器の

障害、食生活と栄養　他
　　　　　　　　　実技　シルバーリハビリ体操
　６　受 講 料　　無　料　（ただし交通費、昼食代は各自負担）
　７　申込期限　　平成 25 年 12 月 26 日（木）まで　　　　　　　
　　　　　　　　　　　茨城町健康増進課　☎２４０－７１３４

募集要項

日　程 場　所

１ 平成26年１月 28日（火） 　茨城県立健康プラザ（水戸市笠原町993－２）

２ １月30日（木）

　茨城町総合福祉センターゆうゆう館内

　保健センター（茨城町小堤１０３７－１）

３ ２月 ６日（木）

４ ２月10日（月）

５ ２月13日（木）

６ ２月17日（月）

７ ２月20日（木）

８ ２月27日（木） 　茨城県立健康プラザ（水戸市笠原町993－２）

※初日と最終日のみ、ゆうゆう館と茨城県立健康プラザ間の送迎あり。

シルバーリハビリ体操指導士３級養成講習会　開催
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障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
の
発
行
に
つ
い
て

障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
の
発
行
に
つ
い
て

〜
平
成
25
年
分
申
告
用　

所
得
税
や
住
民
税
の
障
害
者
控
除
〜

　

介
護
保
険
制
度
に
よ
る
要
介
護
の
認
定
を
う
け
て
い
る
方
、
ま
た
は
要
介
護
認
定
を
受
け

て
い
る
方
と
同
程
度
の
障
害
状
態
に
あ
る
方
に
対
し
、
町
が
基
準
に
基
づ
く
対
象
者
と
認
め

た
場
合
、「
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
」
を
発
行
し
ま
す
。

　

所
得
の
申
告
に
あ
た
り
、
こ
の
認
定
書
を
提
示
す
る
こ
と
で
、「
障
害
者
控
除
」
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

対
象
は
、
次
の
条
件
に
該
当
す
る
方
で
す
。

《
条　
　
　
　

件
》

　

介
護
保
険
制
度
の
「
要
介
護
１
〜
５
」
の
認
定
を
受
け
て
い
る
方
、
ま
た
は
要
介
護
認
定

を
受
け
て
い
る
方
と
同
程
度
の
障
害
状
態
に
あ
る
方
で
あ
り
、
か
つ
次
の
い
ず
れ
か
の
条
件

に
該
当
す
る
方
。

条
件
１　

平
成
25
年
中
の
収
入
が
、所
得
税
や
住
民
税
の
課
税
が
見
込
ま
れ
る
65
歳
以
上
の
方
。

条
件
２　

 

平
成
25
年
中
の
収
入
が
、
所
得
税
や
住
民
税
の
課
税
が
見
込
ま
れ
る
親
族
に
扶
養

さ
れ
て
い
る
65
歳
以
上
の
方
。

※ 

要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
方
と
同
程
度
の
障
害
状
態
を
理
由
に
申
請
す
る
方
に
つ
い
て

は
、
面
接
調
査
を
受
け
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

《
申
請
に
つ
い
て
》

①
申
請
者　

控
除
対
象
者
（
本
人
）
ま
た
は
親
族

②
受
付
期
間　

平
成
25
年
12
月
２
日　

〜　

平
成
26
年
１
月
31
日

　
　
　
　
　
　
（
面
接
調
査
が
必
要
な
方
は
、
平
成
25
年
12
月
25
日
ま
で
）

③
窓　
　

口　

社
会
福
祉
課　
（
１
階
３
番
窓
口
）

④
持
参
す
る
も
の　

 

控
除
対
象
者
の
印
鑑
（
親
族
申
請
は
、
親
族
者
印
も
必
要
）

　
　
　
　
　
　

介
護
保
険
被
保
険
者
証

⑤
手
数
料　

無　

料

⑥
交　
　

付　

後
日
郵
送
（
平
成
26
年
１
月
以
降
送
付
予
定
）

【
問
合
せ
先
】　

社
会
福
祉
課　

☎
（
２
４
０
）
７
１
１
２

合
併
処
理
浄
化
槽
設
置
補
助
金
の
希
望
者
を
追
加
募
集
い
た
し
ま
す
！

　

町
で
は
、
し
尿
と
生
活
雑
排
水
を
一
緒

に
処
理
で
き
る
合
併
処
理
浄
化
槽
を
設
置

す
る
方
に
対
し
て
予
算
の
範
囲
内
で
設
置

費
用
の
一
部
を
補
助
し
て
い
ま
す
。

　

今
回
、
平
成
25
年
度
の
合
併
処
理
浄
化

槽
設
置
補
助
金
に
つ
い
て
追
加
募
集
を
い

た
し
ま
す
。

◎
募
集
基
数
と
補
助
金
の
額（
１
基
あ
た
り
）

　

 

合
計
４
基
（
内
訳
：
５
人
槽
４
基
）

　
　

５
人
槽
…
６
６
４
、０
０
０
円
／
基

　

 （
注
）延
床
面
積
が
１
４
０
㎡（
約
４
２
．

３
５
坪
）
以
下
の
場
合
は
５
人
槽
、

１
４
０
㎡
を
超
え
る
場
合
は
７
人
槽

※
補
助
を
受
け
る
方
の
う
ち
、
既
設
の
単

独
処
理
浄
化
槽
を
撤
去
す
る
場
合
、
撤
去

費
用
の
一
部
（
限
度
額
９
０
、０
０
０
円

／
基
）
を
補
助
し
ま
す
。

◎
受
付
期
間

　

平
成
25
年
11
月
14
日
（
木
）
〜
12
月
６

日
（
金
）
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15

分
（
閉
庁
日
を
除
く
）

◎
申
込
み
で
き
る
方

　

公
共
下
水
道
区
域
及
び
農
業
集
落
排
水

事
業
実
施
区
域
を
除
く
区
域
に
お
い
て
、

平
成
26
年
３
月
14
日
ま
で
設
置
補
助
事
業

が
完
了
で
き
る
方
。

　

た
だ
し
次
の
①
〜
④
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
場
合
は
補
助
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

① 

販
売
の
目
的
で
、
合
併
処
理
浄
化
槽
付

き
住
宅
等
を
建
築
す
る
場
合

② 

住
宅
等
を
借
り
て
い
る
方
で
、
賃
貸
人

の
承
諾
が
得
ら
れ
な
い
場
合

③
町
税
を
滞
納
し
て
い
る
方

④ 

個
人
住
宅
を
新
築
ま
た
は
、
増
改
築
す

る
場
合

◎
申
込
み
方
法

　

印
鑑
を
ご
持
参
の
う
え
、
下
水
道
課
窓

口
（
９
番
）
へ
直
接
お
申
し
込
み
く
だ
さ

い
。
ま
た
、
申
し
込
み
の
際
に
、
浄
化
槽

を
設
置
す
る
住
宅
の
延
べ
床
面
積
を
う
か

が
い
ま
す
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
お
調
べ
く

だ
さ
い
。

【
問
合
せ
先
】

　

下
水
道
課
公
共
下
水
道
グ
ル
ー
プ　

　

☎
（
２
４
０
）
７
１
２
７

※
応
募
者
多
数
の
場
合
は
、
抽
選
と
な
り
ま
す
の
で
、
補
助
を
受
け
ら
れ
な
い
場
合
も
あ

り
ま
す
。
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
願
い
ま
す
。

被
災
住
宅
復
興
支
援
事
業

　
　
　
　
（
利
子
補
給
）
受
付
中

　

茨
城
町
で
は
、
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
自
ら
居

住
し
て
い
た
住
宅
が
被
害
を
受
け
、
被
災
し
た
住

宅
を
補
修
し
た
り
新
規
に
住
宅
を
購
入
し
た
り
す

る
方
を
対
象
に
、
必
要
な
資
金
の
借
り
入
れ
に
か

か
る
利
子
の
一
部
を
補
助
い
た
し
ま
す
。
な
お
、

す
で
に
融
資
を
受
け
て
工
事
を
実
施
し
て
い
る
場

合
で
も
対
象
と
な
り
ま
す
。

【
対
象
者
】　
（
次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
被
災
者

と
な
り
ま
す
）

① 　

大
規
模
半
壊
、
半
壊
ま
た
は
一
部
損
壊
の
り
災

証
明
書
を
受
け
た
住
宅
等
を
自
己
又
は
親
族
が

所
有
す
る
方
で
、
震
災
発
生
時
に
自
己
又
は
親

族
が
そ
の
被
災
住
宅
に
居
住
し
て
い
た
方（
店
舗
、

倉
庫
、
物
置
、
塀
な
ど
は
対
象
外
と
な
り
ま
す
）。

② 　

町
内
の
被
災
住
宅
の
補
修
又
は
被
災
住
宅
に

代
わ
る
住
宅
の
建
設
若
し
く
は
購
入
を
町
内
で

行
う
方
。

③ 　

住
宅
復
興
資
金
に
つ
い
て
、
平
成
23
年
３
月

11
日
以
降
に
金
融
機
関
で
融
資
を
受
け
た
方
。

④ 　

申
請
者
、
被
災
者
及
び
そ
の
世
帯
員
に
係
る

税
金
等
（
各
種
使
用
料
及
び
各
種
貸
付
金
の
返

済
並
び
に
そ
の
他
町
に
対
す
る
債
務
を
含
む
）

を
滞
納
し
て
い
な
い
方
。

⑤ 　

当
該
被
災
住
宅
を
取
り
壊
し
、
被
災
者
生
活

再
建
支
援
法
に
基
づ
く
支
援
金
の
支
給
を
受
け

て
い
な
い
方
。

【
申
請
期
間
】

平
成
26
年
３
月
31
日
（
月
）
ま
で

【
申
請
場
所
】　

茨
城
町
都
市
建
設
部
都
市
建
設
課

（
１
階
11
番
窓
口
）

【
申
請
に
必
要
な
も
の
】

①
印
鑑　

②
被
災
し
た
住
宅
の
居
住
者
の
住
民
票

謄
本
（
省
略
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
）　

③
申

請
者
と
被
災
し
た
住
宅
の
所
有
者
及
び
居
住
者
の

親
族
関
係
が
わ
か
る
書
類
（
省
略
で
き
る
場
合
が

あ
り
ま
す
）　

④
契
約
書
（
利
子
利
率
が
明
記
さ

れ
た
も
の
）
の
写
し　

⑤
償
還
表
（
返
済
予
定
表
）

の
写
し　

⑥
工
事
請
負
契
約
書
の
写
し
、
売
買
契

約
書
の
写
し
又
は
見
積
書
の
写
し　

⑦
り
災
証
明

書
（
原
本
）　

⑧
申
請
者
、
被
災
者
及
び
そ
の
世

帯
員
の
納
税
証
明
書
又
は
そ
れ
に
代
わ
る
書
類　

⑨
振
込
先
の
通
帳　

⑩
そ
の
他
町
長
が
必
要
と
認

め
る
書
類

【
交
付
期
間
】　

借
入
金
に
係
る
利
子
の
支
払
い
開

始
日
か
ら
５
年
以
内

※
た
だ
し
、
無
利
子
期
間
又
は
利
子
支
払
い
猶
予

期
間
が
あ
る
場
合
は
、
そ
れ
を
含
め
て
５
年
以
内

【
利
子
補
給
金
額
お
よ
び
支
払
い
】

１
．
融
資
残
高
（
上
限
６
４
０
万
円
）
の
１
％
に
あ

た
る
金
額
を
交
付
し
ま
す
（
１
円
未
満
切
り
捨
て
）。

２
．
支
払
い
は
毎
年
３
月
末
（
年
１
回
）
の
予
定

で
す
。

【
関
係
書
類
】　

町
都
市
建
設
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
及

び
窓
口
に
て
配
布
し
て
お
り
ま
す
の
で
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

【
問
合
せ
先
】
都
市
建
設
課
都
市
計
画
グ
ル
ー
プ

☎
（
２
４
０
）
７
１
１
５

支える手　寄り添う心　あなたから
『11月25日～12月１日は犯罪被害者週間です』

　犯罪被害者週間は、犯罪被害者等が置かれている状況や、名誉・生活の平穏への配慮の重要性について、国民
の理解を深めるための啓発事業を集中的に実施する週間です。

犯罪被害者等支援シンボルマーク

「ギュっとちゃん」

　犯罪被害者週間は、犯罪被害者等が置かれている状況や、名誉・生活の平穏への配慮の重要性について、国民
の理解を深めるための啓発事業を集中的に実施する週間です。

犯罪被害に遭われた方やその家族は
様々な問題を抱えています。

　
　犯罪被害に遭われた方やその家族は、犯罪そのものによる
直接的な被害だけでなく、精神的ショックによる心身の不調
や医療費・弁護士費用等の経済的負担など様々な困難に直面
します。

　内閣府では、「犯罪被害者週間」を実施し、国民一人ひと
りが犯罪被害者支援に対する理解を深められるよう、犯罪被
害に遭われた方による講演などを行う「国民のつどい」など
の各種啓発事業を集中的に行います。

【問合せ先】内閣府　犯罪被害者等施策推進室　☎０３－３５８１－１１６２
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特定健診受診の勧め 健康増進課から電話をかけさせていただいております

　平成 25 年度後半の健康診査（集団）が始まりました。（詳細は広報紙 10 月１日号をご覧ください）
　町の健診を受けられるのは年に１回です。自分の身体を知るチャンスを逃さないでください！

　残念なことに、町の国保加入者の特定健診（40歳～ 74歳）受診率は横ばいです。毎年受診している方もいらっ
しゃる一方、ほとんど受診していない方も相当数いらっしゃいます。
　町ではみなさまが健康でいきいきと過ごせますよう、健康づくり事業のひとつとして健康診査のご案内を電
話や訪問をとおして実施しています。
　ご不明な点がありましたら、健康増進課までお問い合わせください。

健康増進課からの発信番号　☎０２９－２１５－８００１

平成 22 年度～ 24 年度　国保特定健診受診率 （％）
茨城町 県 国

平成 22 年度 31.9 32.0 32.0
平成 23 年度 32.1 32.3 32.7
平成 24 年度 32.3 33.0

茨城県国民健康保険団体連合会提供

【問合せ先】　健康増進課　☎２４０－７１３４

児童扶養手当を受給されているみなさん方の就労を支援いたします
　茨城県では、児童扶養手当を受給されているみなさん方の自立に向けた就労を支援するため、母
子自立支援プログラム策定員が就労の相談をお受けし、個別の状況に応じて就労に向けた計画を策
定する「母子自立支援プログラム策定事業」を実施しています。

◇内　　容　　 自立目標や支援内容（プログラム）をつくり、必要な情報提供やアドバイスなどの
支援をハローワークとともに行います。

◇対　　象　　児童扶養手当を受給している方で、就労を希望する方。
　　　　　　　（生活保護法による扶助を受けている方は対象になりません）

◇申込方法　　申込先にご相談ください。児童扶養手当受給者証を持参してください。

【申込先・問合せ先】
　　　　　　　　茨城県福祉相談センター　地域福祉課　☎０２９－２２６－１２９５
　　　　　　　　茨城町　保健福祉部　　　こども課　　☎０２９－２４０－７１４４

歳末たすけあい事業配分申請のご案内
　茨城町社会福祉協議会では、毎年皆さま方からお寄せいただいております共同募金（歳末たすけあい募金）
から歳末たすけあい事業を実施いたします。
　◇趣　旨　　新たな年を迎える時期に、真に支援を必要とする方々を対象に、歳末見舞い金を配分します。
　◇対　象　　次の①と②の二つの要件を満たし、茨城町社会福祉協議会長が認めた世帯
　　　　　　　① 10 月１日現在で茨城町に居住し、町民税が非課税の世帯　　　
　　　　　　　②次のいずれかの世帯に該当すること

対象区分 定　　　　　義
要介護４・５のいる世帯 要介護認定４・５をうけた方のいる世帯
要保護世帯 特に経済的に困窮している世帯
一人暮らし高齢者世帯 75歳以上の一人暮らし高齢者世帯
高齢者のみの世帯 世帯員全員が75歳以上の高齢者世帯
高齢者と虚弱者または
18歳未満者のみの世帯

75歳以上の高齢者と虚弱者又は18歳未満者のみの世帯（子どもが就労し
ている場合は対象外）

母子・父子世帯 子どもの年齢が18歳未満の世帯（子どもが就労している場合は対象外）
交通遺児世帯 子どもの年齢が18歳未満の世帯（子どもが就労している場合は対象外）

重度障がい児（者）世帯 身体障害者手帳１・２級、療育手帳Ⓐ・Ａ、精神保健福祉手帳 1級を保持
している方のいる世帯

準要保護世帯 教育委員会において、準要保護の認定をうけている世帯

※ 生活保護法による保護を受けている世帯及び配分の対象となる者が施設入所又は長期入院中（６か月以上）
の世帯は対象となりません。
◇見 舞 金　　１世帯あたり１０, ０００円
◇申請方法　　まずは地元の民生委員にご相談ください（申請及び配分は民生委員経由となります）。
◇締　　切　　11 月 29 日（金）
【問合せ先】　　茨城町社会福協議会（茨城町総合福祉センター「ゆうゆう館」内）　　☎２９２－７１４１

平成 25 年度茨城町職員採用試験実施案内（追加募集）
■試験区分、採用予定人数、受験資格
試験区分・職種 採用予定人数 受　験　資　格

事務職
（大学卒） ２名程度 昭和 61年４月２日以降に生まれた人で、学校教育法による大学（短期大学を除く。）

を卒業、若しくは平成 26年３月31日までに卒業見込みの人
事務職

（短大・高校卒） 若干名 昭和 63年４月２日以降に生まれた人で、学校教育法による短期大学又は高等学校を
卒業、若しくは平成 26年３月31日までに卒業見込みの人（大学卒業を除く）

事務職
（身体障がい者

対象）
２名程度

 （下記のすべての要件を満たすことが必要です。）
① 昭和 58 年４月２日以降に生まれた人で、学校教育法による高等学校以上を卒
業、若しくは平成 26 年３月 31 日までに卒業見込みの人

②身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が１級から６級までの人
③ 活字印刷文（文字の大きさ 10 ポイント）による出題（教養試験、作文試験）
に対応できる方
④ 自力による通勤ができ、かつ、介助者なしに事務職としての職務の遂行が可能な人

技術職（水道） １名程度

（下記のすべての要件を満たすことが必要です。）
① 昭和 58 年４月２日以降に生まれた人で、学校教育法による高等学校以上を卒
業した人
② 茨城町水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者
の資格基準に関する条例第３条の規定のいずれかに該当する人

　受験資格に該当する人であっても、次のいずれかに該当
する人は受験でません。
　　ア　日本の国籍を有しない人
　　イ　地方公務員法第 16 条の欠格事項に該当する人

■試験日
　○１次試験　　平成 26 年１月 19 日（日）予定
　　　　　　　　試験会場　茨城町役場
　　　　　　　　（茨城町大字小堤 1080 番地）
　○２次試験　　平成 26 年２月 16 日（日）予定
　　　　　　　　試験会場　茨城町役場
　　　　　　　　（茨城町大字小堤 1080 番地）
■受付手続
　 茨城町役場総務課にある申込用紙に記入のうえ申し込ん
でください。郵便による申込可。

■受験申込み
　 受験案内や申込用紙の請求は、茨城町役場総務課にお問
い合わせください。郵便で請求する場合は、封筒の表に
「受験申込用紙請求」と朱書きし、120 円切手を貼った
返信用封筒を必ず同封してください。

■受付期間
　平成 25 年 12 月２日（月）～平成 25 年 12 月 24 日（火）
　※郵便の場合は 12 月 23 日消印有効

■採用
　平成 26 年４月１日（火）
【申込み・問合せ先】
　〒 311－3192　茨城町大字小堤 1080 番地
　茨城町　総務企画部　総務課　　☎ 240－7125

（この電話番号が表示されます）

※平成 25 年９月に実施した採用試験を受験した人は、応募できません。
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◆おはなし会（毎月第 2、4 土曜日）

　　11月23日（土）午前11時から
　　12月14日（土）午後２時から

◆絵本となかよし（毎月第 2、4 木曜日）

　　11月28日（木）午前10時30分から
　　12月12日（木）午前10時30分から
　　どちらも図書館「おとぎのくに」で開催します。
　　皆様のご来館をお待ちしています。

ご利用案内　　　●はお休み

図　　　書
ビデオ・CD

1人10冊
1人3点

2週間
2週間

火～金  ９:30～18:00
土・日  ９:30～17:00

12月

11月

宝くじコミュニティ助成事業
地域コミュ二ティ活動の活性化

　宝くじコミュニティ助成事業は、宝くじの社会貢

献広報事業としてコミュニティ活動備品の整備など

に対して助成を行い、地域のコミュニティ活動の充

実・強化を図り、地域社会の健全な発展と社会福祉

の向上に寄与することを目的としています。

　金沢区では、この助成事業を活用し、宝くじの助

成金で公民館の備品の整備を行いました。

　区民による盛大な夏祭りにおいては、イス、テー

ブルの整備について大変好評を得ました。

　地域のコミュニティがこれからもさらに図られる

ことを区民で確認し、夏祭りを終了しました。

認 もどこ定 園

☆活動時間　午前 10 時～午前 11 時
うさぎ組の開放時間は、各活動日の午前９時～午
後２時までです。誰でも予約なしで参加できます。
☆おむつ交換には、ベッドを用意しておりますが、
バスタオルなどの敷き物をご持参ください。
☆小学校下の西駐車場、または校庭奥の駐車場を

ご利用ください。
☆育児相談を行っています。
　遠慮なく声をかけてく
ださい。
【問合せ先】長岡幼稚園
☎２９２－４０１９

☆トドラーズクラブ　
親子で一緒に楽しく遊ぼう♪
毎週火曜日　午前10時 30分
　　　～午前 11 時 30 分
☆面’ｓクラブ　（パパママ向け）
心も身体もリフレッシュ
毎週金曜日　午前10時 30分
　　　～午前 11 時 30 分
☆その他　園庭開放　
（毎日午前 8時 30 分～
午後 1時 30 分）などを行っています。

【問合せ先】初めての方はお問い合わせください。
いばらき幼稚園　　　　☎２９２－０１６２
いばらき中央保育園　　☎２９２－１２０７

期　日 活動内容
３日（火）なかよくあそぼう（戸外遊び）
６日（金）読み聞かせ（こころちゃんの会）
９日（月）親子ふれあいタイム（身体測定）
16 日（月）つくってあそぼう（クリスマスリース）
18 日（水）誕生会

☆活動時間　午前 10 時～正午（月・木）
☆園庭開放　午前８時 30 分～正午（火・水・金）
☆街中では、クリスマスツリーが飾られたり、そ
の次にお正月の準備など、子どもたちにとっては
生活経験を広げるチャンスですね。
　忙しい中でもうがい・
手洗いをしてインフルエ
ンザには十分気を付けて
くださいね。
【問合せ先】さくら保育園
☎２１９－０００７

★いちご組の開放
（各活動日：
　午前９時～午後２時）
★活動時間：
　午前 10時～午前 11時
※ 活動によっては準備
していただくものが
あります。

※おむつ替えやベッドをご利用の方は衛生上バス
タオルをご用意ください。
※予約は不要です。お気軽にお越しください。

期　日 活動内容

３日（火）リズムでルンルン♪（クリスマスのうた）※動きやすい服装で、飲み物持参
６日（金）発表会（参加・見学）

10 日（火）わくわくリサイクル（クリスマス）※折り紙・のり・ハサミ持参
13 日（金）もちつき会
17 日（火）なかよしひろば（12 月の誕生会）

沼前幼稚園

期　日 活動内容

４日（水）壁面づくり　ペープサート
５日（木）発表会（自由参加）
６日（金）制作【とんがり帽子】
11 日（水）制作【リース】
12 日（木）誕生会（要予約）
13 日（金）風船遊び　お話シアター
18 日（水）各クラスでの体験保育（要予約）
20 日（金）クリスマス会（要予約）
☆開放時間は午前８時～午後１時　
※ 要予約の活動は２日～９日の午前10時～午後４
時で受付けます。
○園庭開放（２、９、16、19日）
○育児相談・身体測定　（３、10、17日）　
○リトミック（10日）

いばらき幼稚園
いばらき中央保育園

【問合せ先】沼前幼稚園　　☎２９３－９２０９

【問合せ先】飯沼保育園　　☎２９２－６８６８

期　日 活動内容

３日（火）幼稚園と保育園（２歳児）のお友だちと遊ぼう☆
６日（金）新陳代謝を良くして肌を引き締めよう☆
10 日（火）お願い事はなぁに？
13 日（金）新陳代謝を良くして肌を引き締めよう☆
17 日（火）サンタクロースがやってくる♪
（千春先生のミニXmasコンサート。要予約12月11日締切り）
20 日（金）新陳代謝を良くして肌を引き締めよう☆

期　日 活動内容
２日（月）ティータイム＆自由遊び
５日（木）大型絵本読み聞かせ
９日（月）ティータイム＆自由遊び
12 日（木）クリスマス飾り作り
16 日（月）ティータイム＆自由遊び
19 日（木）バースディ・パーティ❤

長岡幼稚園

飯沼保育園

さくら保育園

12月

　生まれてすぐに両親に捨てられ、
祖父母に育てられたミーコの特技
は、毎日「小さな宝物」を見つける
こと。孤独と不安のなかにも、一縷
の希望を探し続けるミーコの半生を、
祖父・同級生・教師・ボーイフレン
ドそして愛娘幸

チ ー コ

子の視点で切り取っ
た感涙のハートフル・ストーリー。

　ミーコの宝箱
森沢　明夫著

　傷
堂場　瞬一著

　膝の手術に失敗したプロ野球界の
看板選手。再起を目指すなか、「わざ
とミスをされた」と担当した医師を
刑事告発するという前代未聞の事態
になり、スポーツ医学界の権威だっ
た担当医は失踪する。成果に飢える
若手刑事とアラサー女性記者が難事
件に取り組むエンターテインメント。

【問合せ先】
地域産業課
☎２４０－７１２４

茨
城
県
消
防
ポ
ン
プ
操
法
競
技
大
会

　

９
月
29
日
（
日
）
長
岡
の
県
立
消
防
学
校
で
、
第
六
十
四
回
茨
城

県
消
防
ポ
ン
プ
操
法
競
技
大
会
県
央
地
区
大
会
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

大
会
に
は
、
茨
城
町
や
水
戸
市
な
ど
、
六
市
町
か
ら
自
動
車
ポ

ン
プ
の
部
に
10
チ
ー
ム
、
小
型
ポ
ン
プ
の
部
３
チ
ー
ム
が
参
加
し
て

競
技
が
行
わ
れ
、
当
町
か
ら
は
自
動
車
ポ
ン
プ
の
部
に
第
四
分
団

が
出
場
し
ま
し
た
。
消
防
関
係
者
や
家
族
等
の
声
援
を
受
け
迅
速

な
行
動
や
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
を
披
露
し
て
敢
闘
賞
を
受
賞
し
ま
し
た
。

▼
第
４
分
団
第
３
部
（
宮
ヶ
崎
）

　

指
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海
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３
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補
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井　
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一

【
問
合
せ
先
】
消
防
本
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☎
（
２
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２
）
１
５
１
５
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日 月 火 水 木 金 土
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29 30 31
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12
月
１
日
は

「
世
界
エ
イ
ズ
デ
ー
」
で
す

　

世
界
エ
イ
ズ
デ
ー
に
ち
な
み
、

水
戸
保
健
所
で
は
通
常
実
施
し
て

い
る
検
査
・
相
談
に
加
え
て
特
例

検
査
・
相
談
を
実
施
し
ま
す
。
希

望
に
よ
り
ク
ラ
ミ
ジ
ア
、
梅
毒
検

査
及
び
肝
炎
検
査
（
Ｂ
型
・
Ｃ
型
）

も
で
き
ま
す
。
料
金
無
料
、
匿
名

で
検
査
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

▼
日
時　

12
月
２
日
（
月
）

　

午
後
１
時
30
分
〜
午
後
２
時
30
分

※
事
前
に
電
話
に
よ
る
予
約
が
必

要
で
す
。

専
用
電
話

「
０
２
９
（
２
４
１
）
９
９
９
１
」

【
問
合
せ
先
】
水
戸
保
健
所

☎
０
２
９
（
２
４
１
）
０
１
０
０

「住生活総合調査」にご協力ください

「
就
職
カ
レ
ッ
ジ
」
を
開
催

し
ま
す
！

　

ジ
ョ
ブ
カ
フ
ェ
い
ば
ら
き
で

は
、
若
者
を
対
象
と
し
た
就
職
支

援
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
し
ま
す
。
詳

し
く
は
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

▼
日
時　

11
月
28
日
（
木
）
〜
12

月
13
日
（
金
）
の
う
ち
５
日
間

　

各
日
午
前
９
時
30
分
〜
午
後
４

時
30
分

▼
会
場　

土
浦
市
亀
城
プ
ラ
ザ

　
（
土
浦
市
中
央
２
丁
目
16

－

４
）

▼
対
象
者　

概
ね
15
歳
〜
40
代
前

半
の
求
職
者　

先
着
30
名
で
全
日

程
（
５
日
間
）
参
加
で
き
る
方
。

【
問
合
せ
先
】
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
雇
用

人
材
協
会

☎
０
２
９
（
３
０
０
）
１
７
３
８

○住生活総合調査とは
　 　生活基本法に基づく住生活の安定・向上に係る
総合的な施策を推進する上で必要となる基礎資料を
得るために、国土交通省が居住環境を含めた住生
活全般に関する実態や居住者の意向・満足度等を
総合的に調査するもので、５年ごとに実施されます。
○調査方法
　 　11 月 21 日から 12 月 10 日の間、統計調査員証
を持った調査員が、「住宅・土地統計調査」に回
答された世帯の一部を訪問します。
○主な調査項目
　① 現在お住まいの住宅及びそのまわりの環境の評
価について

　②最近の居住状況の変化について
　③住宅の住み替え・改善の意向について
○調査結果の公表
　 　調査結果は、全国のほか、地方ブロック別、市
部郡部別にまとめられ公表されます。これらはイ
ンターネットで閲覧できるほか、報告書にもまと
められます。

【問合せ先】都市建設課　☎２４０－７１１５

９・10月の入札状況
単位：円

件　　　　　名 場　　所 落札価格（税抜） 社　　　　名
H25 茨城町上水道配水管・給水管台帳修正業務委託 町内全域  3,500,000 常陸測工㈱
24国交公下第７号・24町単公下第13号　第１処理分区枝線整備工事 谷田部  17,280,000 ㈲戸塚組
（仮称）茨城町立桜丘中学校カーテン整備事業 奥谷  4,800,000 インテリア・カワモリ
茨城町立中学校空調設備点検清掃業務委託 谷田部他１箇所  880,000 日東メンテナンス㈱
（仮称）茨城町立桜丘中学校外構Ⅰ期工事 奥谷  31,200,000 ㈱髙木工務店
24 繰防安交　補修第 12 号　道路舗装補修工事 長岡  30,400,000 大昭工業㈱
24 繰防安交　補修第 13 号　道路舗装補修工事 長岡  28,500,000 ㈱涸沼建設工業
児童虐待防止安全確認用及び乳児全戸家庭訪問用車両購入事業 小堤  1,099,717 日産プリンス茨城販売㈱
庁舎太陽光発電設備設置工事 小堤  22,200,000 三興電気㈱
茨城町立大戸小学校校舎棟耐震補強及び大規模改造工事設計業務委託 大戸  18,760,000 ㈱団建築設計事務所
茨城町立長岡小学校校舎棟耐震補強及び大規模改造工事設計業務委託 長岡  23,950,000 ㈱柴建築設計事務所
茨城町立長岡第二小学校校舎大規模改造工事及び増築棟
工事設計業務委託 長岡  22,200,000 ㈱パル綜合設計

25 国補桜の郷東側地区生活利便施設周辺整備工事　
道路改良工事外２工事（１工区） 桜の郷  40,000,000 ㈱涸沼建設工業

25 国補桜の郷東側地区生活利便施設周辺整備工事　
道路改良工事外２工事（２工区） 桜の郷  26,800,000 六美建設㈱

24 繰防安交委託第７号　擁壁工点検業務委託 町内全域  2,270,000 ㈱コイデ
樹木剪定委託第１号 桜の郷  1,440,000 ㈱宮嶋造園土木
樹木剪定委託第２号 小幡・長岡  1,000,000 ㈲望月造園
補修第 10 号　河川補修工事 長岡  14,800,000 康和建設㈱
24 繰防安交補修第 14 号　道路舗装補修工事 南島田  14,300,000 林建設工業㈱
24 繰防安交補修第 15 号　道路舗装補修工事 神谷  10,800,000 ㈱進栄建設
H25 配水管布設替工事第４号 上石崎  25,500,000 ㈱涸沼建設工業
H25 配水管布設工事設計委託第３号 長岡  1,050,000 ㈱コスモ計測
H25 配水管布設工事第２号 上石崎  18,070,000 ㈲浦井工務店
H25 配水管布設工事第３号 長岡  8,900,000 林建設工業㈱
H25 配水管布設工事第４号 小鶴  5,900,000 ㈱和幸工業
H25 配水管布設工事第５号 常井  9,500,000 ㈲藤幸工業


